
第３４号議案 

   足立区営住宅条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

  平成２４年２月２２日 

             提出者 足立区長  近 藤 弥 生   

 

   足立区営住宅条例の一部を改正する条例 

 足立区営住宅条例（平成９年足立区条例第３３号）の一部を次のよう

に改正する。 

付則に次の１条を加える。 

 （公営住宅法の一部改正に伴う経過措置） 

第７条 平成２４年４月１日から地域の自主性及び自立性を高めるための

改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成２３年法律

第３７号）第３２条の規定による改正後の公営住宅法第２３条第１号ロ

の規定に基づく条例が制定施行される日までの間における第５条第１項

及び第４項、第１５条並びに第３０条の規定の適用については、第５条

第１項第４号ア中「令第６条第４項」とあるのは「地域の自主性及び自

立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令（平成

２３年政令第４２４号）第１条の規定による改正前の公営住宅法施行令

（以下「旧政令」という。）第６条第４項」と、「令第６条第５項第１

号」とあるのは「旧政令第６条第５項第１号」と、同号イ及びウ、同条

第４項第５号並びに第１５条中「令」とあるのは「旧政令」と、第３０

条第４項中「令第６条第４項」とあるのは「旧政令第６条第４項」とす

る。 

   付 則 

 この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

 



 （提案理由） 

公営住宅法の改正に伴い、規定を整備する必要があるので、この条例

案を提出いたします。 

 


